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令和６年度 武蔵野市分譲マンション管理セミナー 報告書 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和 6年１０月２０日（日） 

１３：３０～１６：３０ 

武蔵野商工会館 4階 市民会議室ゼロワンホール 

 

主催 武蔵野市 都市整備部 住宅対策課 

協力 東京都マンション管理士会 
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開会の挨拶 13：30 

武蔵野市都市整備部住宅対策課長  原澤 雄次 

 

 

第１部 セミナー  

① 13：35～14：25 

分譲マンションにおける防災対策 

     講師 一般社団法人 東京都マンション管理士会 森本 敏嗣 

～休憩～ 

② 14：30～15：30 

区分所有法制の動向について 

     講師 一般社団法人 東京都マンション管理士会 高橋 正夫 

 

 

第２部 個別相談会 15：30～16：30 

 

 

 

 

令和６年度 武蔵野市分譲マンション管理セミナー 

マンションの防災対策と 

区分所有法制の動向について 
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 開会の挨拶  

武蔵野市都市整備部住宅対策課 原澤雄次課長よ 

 り、開会の挨拶および当セミナーの趣旨説明があり

ました。 

 

 

 

 

 

 第一部 セミナー  

①分譲マンションにおける防災対策【添付資料①】 

 

東京都マンション管理士会、森本敏嗣管理士によるセミ

ナー。 

 

昨今、震災をはじめとする災害に関する関心が高まる

中、マンションに特化した観点から、自助・共助、防災

組織や防災マニュアルなどの防災対策についてご説明し

ました。 

また、防災対策に取組む際の一助として、「東京とどま

るマンション普及促進事業」や、防災に関する各種資格

講習等のご紹介をいたしました。 

 

 
②区分所有法制の動向について【添付資料②】 
 

東京都マンション管理士会、高橋正夫管理士によるセミナー。 

 

近々の国会での法案提出が見込まれる区分所有法制の動向につ

いて、ご説明いたしました。 

特に、建物の高経年化、区分所有者の高齢化といった、昨今多

くのマンションで問題となっている観点から、今回の改正項目

のうち、「区分所有建物の管理の円滑化を図る方策」を中心に

解説いたしました。 

複雑で難解な部分もあるその内容を、今後の管理組合活動や、

管理規約への対応などに役立てていただけるよう、具体例など

を多用してわかりやすくご説明ました。 
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 第二部 個別相談会  

 

前もってご予約いただいたご相談者３組に、東京都マンション管

理士会、青木良子管理士、高橋正夫管理士、山田有紀彦管理士、

がご対応いたしました。 

 

相談内容 

・管理会社撤退に伴う新しい管理会社選定について。 

・規約改定に伴う、規約原本の取扱いについて。 

・借地権、長期修繕計画等について。 

 

ご質問内容は様々ですが、今回のご相談すべてにおいて、多かれ

少なかれ管理会社とのトラブルが背景としてありました。第三者

管理方式における管理会社とのトラブルなども伝えられる昨今、

今後の課題としてマンション管理組合と管理会社の関係について

改めて考え直す必要があることを認識させられました。 

 

以上にて全プログラムを終了しました。参加者の皆様には事前にアンケート用紙をお配りし、修了簿に

記載、提出いただきました。集計結果もあわせて【添付資料③】として後掲しました。 

 

※総評 

今回は、セミナーに17名、個別相談会に3組にご参加いただきました。また、昨年に続き、東京都

マンション管理士会が分譲マンション管理セミナーにご協力させていただきました。 

 

セミナー①の「分譲マンションにおける防災対策」に関しては、能登半島地震、南海トラフ地震等のニ

ュースの記憶も新しく、関心を持って受け止めていただけている感触を得ました。なかでも、アンケー

ト結果などから「東京とどまるマンション普及促進事業」に関して興味を持っていただけた方が多々い

らっしゃるようでした。 

一方で、「災害時における自助と共助の精神」、「防災組織と防災マニュアル」、「マンション防災推進ア

ドバイザーについて」など、それぞれ時間をかけてご説明すべき内容を、少し詰め込み過ぎて消化不良

気味になってしまった反省もあります。 

 

セミナー②の「区分所有法制の動向について」は、近々にも国会への法案提出を控えているという状況

を先取りし、参加者の皆様に今後の管理組合運営に向け取り組むべき課題、問題解決の糸口をお示しで

きたのではないかと思います。 

ただし、専門性を要する法令案の解説につき、いささかわかりにくい面もあったかと思われ、そのよう

な印象を持たれたアンケート回答もありましたが、その一方で、日頃管理組合運営において議決の取り

まとめ等にご苦労なさっておられる理事長や役員の方々からは、参考にしていただけた旨の高評価もい

ただけました。 

 

第二部の個別相談会に関しましては、計３組の方のご相談に応じました。上記にもありますように、ご

相談全体を通して、マンションを取り巻く問題について気付きを得られたという点で、マンション管理

士としましても有意義な時間をいただけました。 

相談時間も昨年の20分から30分に増えたことで、より詳細かつ丁寧なご説明ができたのではないか

と思います。 
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【添付資料①】分譲マンションにおける防災対策 
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【添付資料②】区分所有法制の動向について 
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【添付資料③】アンケート用紙および集計結果 

 

令和６年度 武蔵野市分譲マンション管理セミナー アンケート 

 

本日は「令和６年度 武蔵野市分譲マンション管理セミナー」にご参加いただき、誠にありがとうござ

いました。恐れ入りますが、今後のセミナー運営の参考とするため、以下のアンケートへのご協力をお

願いいたします（全 7 問）。 

 

【マンション名（任意）】                              

【マンションの住所（任意）】                           

【役職その他（任意）】□管理組合理事長 □管理組合役員 □区分所有者         

   

問 1：本セミナーを知ったきっかけはどれですか。 

   ▢市報 ▢案内文書 ▢ホームページ □その他（         ）  

 

問 2：本セミナーのご感想についてお聞かせください。 

   ▢満足 ▢やや満足 ▢どちらでもない ▢やや不満 ▢不満 

 

問 3：本セミナーに期待していた内容は得られましたか。 

   ▢得られた ▢少し得られた ▢どちらでもない ▢あまり得られなかった ▢得られなかった 

 

問 4：差し支えなければ、問３で回答された理由をお聞かせください。 

  （                                      ） 

 

問５: （個別相談をされた方のみご回答ください）個別相談会のご感想についてお聞かせください。 

▢満足 ▢やや満足 ▢どちらでもない ▢やや不満 ▢不満 

 

問６：差し支えなければ、問５で回答された理由をお聞かせください。 

  （                                      ） 

 

問７：その他、今後のセミナー、相談会のご要望がありましたらお聞かせください。 

  （                                      ） 

 

 

ご協力ありがとうございました。 

 

 

武蔵野市都市整備部住宅対策課 
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【アンケート集計結果】出席者 17 名、アンケート回収 16 枚 

 

【役職その他】 

管理組合理事長 ５ 

管理組合役員 ５ 

区分所有者 ６ 

未回答 ０ 

 

 

問１：本セミナーを知ったきっかけはどれですか。 

市報 ８ 

案内文書 ８ 

ホームページ ０ 

その他 ０ 

未回答 ０ 

※複数回答有り 

 

問 2：本セミナーのご感想についてお聞かせください。 

満足 ４ 

やや満足 ７ 

どちらでもない １ 

やや不満 １ 

不満 ０ 

未回答 ３ 

※複数回答有り 
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問３：本セミナーに期待していた内容は得られましたか。 

得られた ３ 

少し得られた ９ 

どちらでもない １ 

あまり得られなかった １ 

得られなかった ０ 

未回答 ２ 

※複数回答有り 

 

問 4：差し支えなければ、問３で回答された理由をお聞かせください。 

・條件がむずかしいようですが、東京とどまるマンション登録の件を知ったこと。 

・災害時のトイレ利用条件の解除のルールの方法（誰が解除確認するのか、資格は必要か） 

・防災対策 マニュアル構成案 

・区分所有法制の動向について、今後について知ることが出来ました。 

・区分所有法の改正を理解できた。 

・第１部➁が少々退屈だった。 

・区分所有法制について詳細に知ることが出来ました。 

・区分所有法改正についての知見が得られた。 

・気づきがあったという意味です。 

・基本的な考え方、知識等の整理。 

・我々管理組合と、一貫して「利益相反」の管理会社への対応！国交省で、マンション新築販売会社

と同一系列の管理会社を見直す動きあり。 

 

問 5：（相談された方のみご回答ください）個別相談会のご感想についてお聞かせください。 

満足 １ 

やや満足 ２ 

どちらでもない ０ 
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やや不満 ０ 

不満 ０ 

※回答数 9 

 

問 6：差し支えなければ、問 5 で回答された理由をお聞かせください。 

（記載なし） 

 

問 7：その他、今後のセミナー、相談会のご要望がありましたらお聞かせください。 

・災害時のマンション生活の弱みの具体的な対策方法。 

・抱えている問題がテーマであればよいと思う。 

・管理組合運営方法について。 

 


